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小松島市消費生活センターは小松島市教育委員会庁舎敷地内にあります。
（案内表示があります。） ご来所をお待ちしています。

▼若者が陥りやすい消費者トラブル

い や や！ 泣き寝入り
または、消費者ホットライン

☎１８８にご相談ください。

近頃、誰でも簡単に「儲かる」「稼げる」と
いった、インターネットの広告やＳＮＳ等の
メッセージを見かけることが多くなっています。
なかには知人から誘われることもあり、信用し
ても儲からず、後にトラブルになるケースがあ
ります。
今回は、様々な「儲け話」のトラブルの中か

ら３つの事例をご紹介します。注意するポイン
トを身に着け、自分や周りの友人がトラブルに
巻き込まれないようにしましょう。

「儲け話」
もう

お金儲けのノウハウを伝えるツールと
して、または儲ける手段としてオンライン

サロンを利用する手口があります。
「毎月数万円で入会すれば
資産形成の勉強ができる」
「支払分は在宅で稼げる」
等と勧誘されることがある
ので注意が必要です。

・会員以外はアクセスできないため、事前
確認ができないのが特徴！

・契約前に条件や運営団体の情報を確認！
・トラブルに備えてチャット等のやり取り
の記録も残しておきましょう！

今回のテーマ

ＳＮＳ等のメッセージにて勧誘
し副業のマニュアルを購入させる

友達登録ありがとうございます♡
勧誘はなく稼げるまでサポート無料！
誰でもできる簡単なお仕事です☆彡
30分の初期設定をするだけ！

放置で毎日〇万円以上稼げちゃいます！
過去に私も色々な副業で失敗しましたが

これなら安心です(^^♪

手口です。実際に購入すると、勧誘時の説明と異
なる内容のものであり、キャンセルしようとして
も応じてくれないケースがあります。

例

全国で毎年相談事例が増えているトラ
ブルの一つです。「投資で儲けるために情報商
材を高額で購入したが儲からない」「儲かって
いても、出金できない」等といった事例が報告
されています。

不審に思ったら…トラブルになったら…
小松島市消費生活センター
☎0885-38‐6880

簡単な作業を短時間で数万円を
稼ぐことはあり得ません！
具体的な内容を明らかにしない副業には
注意しましょう！

暗号資産は国家や中央銀行によって
発行された法定通貨ではありません！
知人から勧誘され、ローンを勧められることも
あります。断るときは「お金が無い」ではなく、
「契約しない」とはっきり伝えましょう！



≪小松島市民の方へ≫ 「こまつしま」くらしの安全・安心サポーター募集中！

登録・お問い合わせは 小松島市市民生活課 ☎0885-32-2132 まで

★ ★ ★「くらしの講座」案内★ ★ ★

場所：小松島市総合福祉センター1階活動室

対象：一般 無料

主催：プラチナライフクラブ

▼すべてのイベントについて
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
中止させていただくことがあります。
中止が決定した時点で、徳島新聞等に掲載さ

せていただきます。ご不明な場合は、市民生活
課（☎32-2132）にお電話ください。

どなたでもご参加いただけます。

ぜひお気軽にお越しください！
▼イベント情報

▼点検商法にご注意

◎講座前にセンター相談員が講演しています！

「このままだと危険です」！？

9/21(水)
10:00-11:30

交通安全教室
徳島県警察本部

住民の皆さまに流行する消費者情
報をいち早くお伝えするべく、消費

訪問販売による住宅の点検
が無料（又は特別価格）でで
きると業者が来訪し、必要の
ない工事の契約を迫られ高額
な請求を受ける「点検商法」

◆消費者へのアドバイス◆

▼今月のトレンド詐欺 ▼消費生活センターよりお知らせ

←ＱＲコードで読み
取ってご覧ください！

https://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/2633759.html

消費生活センター通信【38-6880だより】が
小松島市ホームページでご覧いただけます！

～発行月のお知らせ～

生活センター通信を7月・10月・3月に発行
していきます。
また、市ホームページにおいても消費者情報
を随時アップロードしていきますので、是非
ご覧ください！

フルカラーで
楽しめます！

「国際ロマンス詐欺」が増加！？

コロナ禍で外出が減
り、SNSやマッチング
アプリを利用して恋愛

・会ったことのない人から荷物やお金を受け
取ってほしいと言われても、安易に約束せず
個人情報を教えないようにしましょう。
・恋愛感情や親切心に付け込まれると冷静に
判断ができない場合があります。
・現金を要求されたら詐欺の可能性を疑い、
被害に遭う前に消費生活センターに相談しま
しょう。

感情を悪用した国際ロマンス詐欺が県内でも
報告されています。連絡を取るうちに金銭や
荷物を受け取ってほしいと保険や送料、手数
料とうたって現金をだまし取られる手口です。

ハニー、愛している

結婚しよう

大金が入った荷物を
預かってほしい

の相談が全国で寄せられています。損害保険
で修理が可能、屋根の瓦が割れた写真を見せ
て「このままでは危険」と消費者を不安を煽
り、契約をしても実際は保険の対象外であり、
高額請求を迫られる事例があります。


